
第５次八幡市総合計画 後期基本計画(要約) 

 

１．計画の概要 

本計画は、「みんなで創って好きになる 健やかで心豊かに暮らせるまち」

を将来都市像として、令和５年度から令和９年度までの施策の方向性を示した、

第５次八幡市総合計画(１０か年)の後期基本計画(５か年)です。 

本市では、人口減少・少子高齢化の進行や、社会保障費の増加、公共施設の

老朽化などを背景に、持続可能な行政運営が大きな課題となっています。 

 

２．本市を取り巻く現状 

(１)人口減少・高齢化 

・総人口は減少傾向 

・生産年齢人口が減少 

・高齢化率が上昇 

これにより、 

・税収増加が見込みにくい 

・社会保障費が増加 

・地域活動の担い手不足 

などが課題となっています。 

 

(２)社会保障費の増加 

少子高齢化の進行に伴い、 

・医療 

・介護 

・生活保護 

などの社会保障関係経費が増加しています。 

 

(３)公共施設・行政運営 

・公共施設の老朽化 

・インフラ更新 

・人材不足 

などに対応する必要があります。 

 

３．計画の基本構成 

計画は以下の６つの基本目標で構成されています。 

1.共生のまち 



2.未来のまち 

3.健幸のまち 

4.観幸のまち 

5.活力のまち 

6.安心・安全のまち 

 

４．共生のまち 

主な方向性 

・人権、平和の尊重 

・男女共同参画 

・障がい福祉 

・地域コミュニティ 

・多文化共生 

 

主な取組 

・人権相談 

・パートナーシップ宣誓制度 

・外国語翻訳システム 

・日本語教室支援 

・地域活動支援 

などが実施されています。 

 

５．未来のまち 

主な方向性 

・妊娠、出産、子育て支援 

・就学前教育、保育 

・学校教育 

・青少年健全育成 

 

主な取組 

・子育て支援 

・学力向上 

・就学前保育の充実 

・若者支援 

などを推進しています。 

 



６．健幸のまち 

主な方向性 

・健康づくり 

・医療、介護連携 

・地域包括ケア 

 

主な取組 

・健診、健康づくり 

・介護予防 

・医療基盤整備 

・高齢者支援 

などに取り組んでいます。 

 

７．観幸のまち 

主な方向性 

・文化、歴史資源の活用 

・観光振興 

・シビックプライド 

 

主な取組 

・文化芸術活動 

・お茶文化 

・観光プロモーション 

・広域連携 

などを推進しています。 

 

８．活力のまち 

主な方向性 

・商工業振興 

・農業振興 

・企業立地 

・交通基盤整備 

 

主な取組 

・企業誘致 

・農業支援 



・新名神高速道路活用 

・物流、交通基盤整備 

などを進めています。 

 

９．安心・安全のまち 

主な方向性 

・環境保全 

・防災、減災 

・公共施設管理 

・行財政運営 

 

主な取組 

・防災対策 

・インフラ更新 

・公共施設適正管理 

・デジタル化推進 

・行政サービス効率化 

などをすすめています。 

 

１０．まとめ 

本計画では、 

・人口減少 

・少子高齢化 

・社会保障費増加 

・人材不足 

などの課題に対応しながら、「持続可能な行政運営」「必要な市民サービスの維

持」を目指す方向性が示されています。 


